
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
（
渡
邉
）

三
七

第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
ボ
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一
、
序
　
論

二
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
け
る
労
働
党
政
権
の
位
置
づ
け

四
、
結
　
論

一
、
序
　
論

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（R

am
say M

acD
onald

）
を
首
班
と
す
る
そ
の
第
一
次
内
閣
（
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
～
一
一
月
三
日
）
は
、
イ
ギ
リ
ス

憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
（
１
）

と
し
て
知
ら
れ
る
。
わ
ず
か
一
〇
か
月
未
満
の
短
命
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え
、
二
大
既
成
政
党

─
保
守
党

論
　
説

（
七
九
一
）
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三
八

お
よ
び
自
由
党

─
以
外
の
新
興
政
党
が
初
め
て
政
権
を
担
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
同
内
閣
の
存
在
は
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
は
、
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
（hung P

arliam
ent

）、
即
ち
「
単
独
過
半
数
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
が

皆
無
の
議
会
」
を
も
た
ら
し
た
一
九
二
三
年
総
選
挙
（
２
）

に
よ
っ
て
実
現
し
、
ま
た
第
二
党
（
少
数
与
党
）
と
な
っ
た
労
働
党
を
第
三
党
の
自

由
党
が
閣
外
協
力
で
支
え
る
一
種
の
連
合
政
権
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
自
由
党
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
労
働
党
が
提
出
し
た
内
閣
不
信
任
決

議
を
支
持
し
て
時
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（S

tanley B
aldw

in

）
保
守
党
内
閣
（
一
九
二
三
年
五
月
二
二
日
～
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
）
の
打
倒

に
も
協
力
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
（
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
）
を
当
時
最
も
必
要
と
し
、

そ
の
成
立
に
も
深
く
関
わ
っ
た
ア
ク
タ
ー
は
、
通
例
、
自
由
党
党
首
の
ア
ス
キ
ス
（H

erbert A
squith

）
元
首
相
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
３
）

。

し
か
し
中
長
期
的
な
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
史
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
当
時
こ
の
労
働
党
政
権
を
必
要
と
し
た
ア
ク
タ
ー
を
ア
ス
キ
ス

（
自
由
党
）
の
み
に
限
定
す
る
の
は
不
適
切
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
九
二
〇
年
代
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
史
は
、「
三
党
鼎
立
」

か
ら
従
来
型
の
「
二
党
制
」
に
復
帰
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
自
由
党
と
労
働
党
は
、
右
派
・
保
守
党
と
対
峙
し
二
大

政
党
の
一
翼
を
担
い
得
る
「
左
派
・
進
歩
派
政
党
」
の
座
を
相
争
う
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
保
守
党
も
労
働
党
に
対
抗
し
得
る

「
反
・
社
会
主
義
政
党
」
の
座
を
自
由
党
と
競
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
だ
っ
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
わ
が
国
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

一
九
二
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
三
党
競
合
の
末
、
結
果
的
に
二
党
制
の
枠
か
ら
弾
き
出
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
た
の
が
自
由
党
（
現
・
自
由

民
主
党
）
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
存
在
意
義
に
関
し
て
は
、
保
守
党
側
の
視
点
か
ら
分
析
し

て
い
く
必
要
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
問
題
意
識
を
踏
ま
え
た
本
稿
の
目
的
は
、「
保
守
党
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の
保
守
主
義
も
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初

の
労
働
党
政
権
を
必
要
と
し
て
い
た
」
と
い
う
主
張
を
論
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。

（
七
九
二
）
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三
九

そ
こ
で
先
ず
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
も
含
め
た
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、
ア
ス
キ
ス
自

由
党
側
の
事
情
の
み
強
調
す
る
従
来
的
解
釈
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
当
時
に
お
け
る
保
守
党
の
対
労
働
党
戦
略
や
党
首
ボ
ー
ル

ド
ウ
ィ
ン
の
具
体
的
戦
術
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
定
礎
す
る
政
治
思
想
の
面
か
ら
も
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
と
お
り
、
従

来
と
は
異
な
る
新
し
い
解
釈
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題

本
章
で
は
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
一
九
二
三
年
総
選
挙
を
概
観
す
る
と
同
時
に
、
同
内
閣
の

存
在
に
つ
い
て
ア
ス
キ
ス
自
由
党
側
の
事
情
の
み
を
重
視
す
る
一
般
的
な
解
釈
（
以
下
「
ア
ス
キ
ス
説
」）
を
よ
り
詳
し
く
分
析
し
て
い
く
。

そ
し
て
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立
に
再
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ア
ス
キ
ス
説
」
の
本

質
や
問
題
点
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑴
　
一
九
二
三
年
総
選
挙
と
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立

既
述
の
と
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
と
な
る
労
働
党
政
権
誕
生
の
舞
台
は
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
か
ら
生
じ
た
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ

ン
ト
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
総
選
挙
は
、
そ
の
前
年
（
一
九
二
二
年
）
の
総
選
挙
に
圧
勝
し
た
保
守
党
が
約
一
六
年
ぶ
り
の
単
独
政
権

─
ボ
ナ
＝
ロ
ー
（A

ndrew
 B

onar L
aw

）
内
閣
（
一
九
二
二
年
一
〇
月
二
三
日
～
一
九
二
三
年
五
月
二
〇
日
）

─
を
担
っ
て
か
ら
わ
ず
か
一

年
し
か
経
っ
て
い
な
い
一
九
二
三
年
一
二
月
六
日
、
病
気
で
辞
任
し
た
ロ
ー
の
後
継
党
首
・
首
相
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

（
七
九
三
）
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四
〇

ン
に
よ
っ
て
突
然
実
施
さ
れ
た
（
こ
れ
ら
の
総
選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
註（
２
）を
参
照
）。

一
九
二
三
年
総
選
挙
実
施
に
至
っ
た
背
景
や
経
緯
を
詳
述
す
る
の
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
ハ
ン
グ

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
も
た
ら
し
、「
自
由
貿
易
維
持
」
と
い
う
共
通
の
公
約
を
掲
げ
て
共
に
議
席
を
伸
ば
し
た
第
二
党
・
労
働
党
と
第
三

党
・
自
由
党
が
協
力
し
合
う
形
で
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
が
誕
生
し
た
以
上
、
こ
の
総
選
挙
に
つ
い
て
も
一
応
概
観
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

そ
こ
で
、
少
々
長
く
な
る
が
、『
岩
波
講
座
　
世
界
歴
史
26
　
現
代
３
　
一
九
二
〇
年
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
所
収
「
二
　
戦

勝
国
の
内
政
と
外
交
」
か
ら
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
な
ら
び
に
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
成
立
に
関
す
る
描
写
を
以
下
の
と
お
り
引
用

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
失
業
問
題
や
輸
出
不
振
へ
の
対
策
と
し
て
保
護
貿
易
の
採
用
を
意
図
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
間
も
な
く
成
立
後
僅
か
一
年
の
議

会
を
再
び
解
散
し
た
。
前
回
の
総
選
挙
の
際
に
、
ロ
ー
が
、
あ
ら
た
め
て
民
意
に
問
わ
ぬ
限
り
保
護
政
策
は
採
ら
な
い
と
約
束
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
二
三
年
十
二
月
選
挙
は
保
護
貿
易
一
つ
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
、
保
守
党
の
議
席
は
大
幅
に
減
少
し
た
が
、
保
守
党
の
内
部

統
一
は
再
び
確
保
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
目
覚
ま
し
い
団
結
を
示
し
た
の
は
自
由
党
で
あ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
中
の
政
権
交
替

以
来
、
自
由
党
は
ア
ス
ク
ィ
ス
派
と
ロ
イ
ド－

ジ
ョ
ー
ジ
派
に
分
れ
て
反
目
し
て
い
た
が
、
い
っ
た
ん
自
由
と
保
護
が
問
題
に
な
る
と
、

後
者
も
再
び
ア
ス
ク
ィ
ス
の
下
に
結
集
し
、
ロ
イ
ド－

ジ
ョ
ー
ジ
も
不
承
々
々
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
保
護
関

税
問
題
は
、
そ
れ
へ
の
反
対
と
い
う
点
で
自
由
党
に
対
し
て
も
結
合
剤
と
し
て
働
く
の
で
あ
り
、
こ
の
年
の
状
況
は
一
九
〇
六
年
の
そ
れ

（
本
講
座
第
23
巻
三
〇
二
─
三
〇
三
頁
参
照
）
を
想
起
さ
せ
て
興
味
深
い
。
選
挙
の
結
果
は
、
大
幅
に
議
席
が
減
っ
た
も
の
の
保
守
党
が

（
七
九
四
）
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ボ
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四
一

二
五
八
名
で
依
然
第
一
党
だ
っ
た
が
、
第
二
・
第
三
党
の
労
働
・
自
由
党
の
合
計
三
五
〇
名
を
九
二
名
下
廻
っ
て
お
り
、
保
護
貿
易
を
争

点
と
し
て
敗
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
政
権
を
担
当
し
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
労
働
党
は
必
要
が
あ
れ
ば
責
任
を
引
き
受
け
る
旨

を
表
明
し
、
最
初
の
労
働
党
内
閣
が
出
現
し
う
る
か
否
か
は
自
由
党
の
支
持
い
か
ん
に
か
か
っ
た
。
ア
ス
ク
ィ
ス
の
も
と
に
は
、
社
会
主

義
政
党
に
政
権
を
渡
さ
ぬ
た
め
に
保
守
党
と
連
立
せ
よ
、
な
ど
、
種
々
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
結
局
ア
ス
ク
ィ
ス
は
、
議
会
政
治
の

常
道
と
い
う
点
か
ら
も
、
ま
た
こ
の
安
全
な
機
会
に
労
働
党
に
や
ら
せ
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
か
ら
も
、
労
働
党
の
支
持
に
廻
っ
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
五
世
も
、
労
働
党
に
も
「
公
平
な
機
会
」
を
与
え
る
道
を
選
ん
だ
（
４
）

。」（
傍
線
　
引
用
者
）

か
か
る
説
明
に
お
い
て
も
「
ア
ス
キ
ス
説
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
し
て
は
、

一
九
二
三
年
総
選
挙
の
敗
北
（
下
野
）
を
最
初
か
ら
予
想
し
て
解
散
総
選
挙
に
踏
み
切
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
と
よ
り
、
労
働
党
政
権

が
直
ち
に
つ
く
ら
れ
る
状
況
を
生
み
出
そ
う
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
（
５
）

よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
上
記
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
は
、
端
的
に
言
え
ば
「
保
護
貿
易
へ
の
転
換
」（
保
守
党
）
か
、
そ

れ
と
も
「
自
由
貿
易
の
維
持
」（
労
働
党
、
自
由
党
）
か
を
主
要
争
点
と
し
た
結
果
、
後
者
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
と
は
い
え
、
ハ
ン
グ

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
〝
イ
ギ
リ
ス
で
は
稀
な
〟
結
果
で
も
あ
っ
た
た
め
、
主
要
三
党
の
勝
敗
を
め
ぐ
る
解
釈
が
従
来
以
上
に
曖
昧
と

な
っ
た
う
え
、
新
内
閣
の
組
閣
に
関
し
て
も
、
三
党
の
う
ち
二
党
に
よ
る
「
連
立
政
権
」、
あ
る
い
は
「
部
分
連
合
な
い
し
閣
外
協
力
」

な
ど
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
連
合
政
権
」
に
な
る
こ
と
だ
け
は
確
実
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
組
み
合
わ
せ
の

新
内
閣
が
発
足
す
る
か
と
い
う
点
に
世
間
の
注
目
が
集
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
、
主
要
三
党
か
ら
見
た
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
の
意
義
と
各
党
の
動
き
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

（
七
九
五
）
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四
二

先
ず
、
保
護
主
義
導
入
提
案
が
国
民
に
拒
絶
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
敗
北
に
終
わ
っ
た
政
府
与
党
・
保
守
党
は
、
前
回
よ
り
議
席
と
得

票
率
を
若
干
減
ら
し
つ
つ
、
相
対
多
数
の
第
一
党
・
最
大
会
派
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
二
四
年
一
月
か
ら
始
ま
る
新
議
会

に
お
い
て
も
、
保
守
党
は
政
治
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
こ
と
が
あ
る
程
度
可
能
な
状
態
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
６
）

。
こ
れ
は
、
別
の
見

方
を
す
れ
ば
、「
い
か
な
る
組
み
合
わ
せ
で
新
し
い
連
立
が
つ
く
ら
れ
よ
う
と
、
保
守
党
の
大
部
分
が
そ
の
障
害
に
な
る
と
い
う
点
で
は

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
強
み
・
利
点
が
あ
る
（
７
）

」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
総
選
挙
結
果
が
出
た
直
後
は
即
座
の
退
陣
も
考
え
て

い
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
だ
っ
た
が
、
様
々
な
助
言
を
受
け
容
れ
た
結
果
、
新
議
会
が
召
集
さ
れ
内
閣
不
信
任
決
議
が
成
立
し
た
後
に
総
辞

職
す
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
で
閣
内
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
党
内
右
派
議
員
を
中
心
に
党
首
の
引
責
辞
任
を
求
め
る
〝
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
降
ろ
し
〟
の
動
き
も
多
少
見
ら
れ
た
が
、
党
内
の
大
勢
が
「
反
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
」
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
欠
け
て
い
た
た
め
、

幸
運
に
も
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
党
首
の
ま
ま
首
相
を
辞
任
す
る
だ
け
で
、
こ
の
難
局
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
（
８
）

。

次
に
、
単
独
過
半
数
に
届
か
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
主
要
三
党
の
中
で
獲
得
議
席
数
を
大
幅
に
増
や
し
た
労
働
党
は
、
第
二
党
の
立
場

上
、
同
じ
自
由
貿
易
派
の
第
三
党
・
自
由
党
を
利
用
し
た
連
合
政
権
で
あ
れ
ば
、
悲
願
の
政
権
担
当
も
可
能
な
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
政

権
担
当
の
是
非
あ
る
い
は
政
権
形
態
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
党
内
で
は
様
々
な
意
見
・
論
争
が
見
ら
れ
た
（
９
）

が
、
最
終
的
に
次
期
政
権
担
当
を
受

諾
し
た
結
果
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
後
継
の
新
首
相
に
任
命
さ
れ
た
。
公
式
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
当
時
二
党
制
の
重
要
性

を
熟
知
し
て
お
り
、
ま
た
労
働
党
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
も
あ
っ
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
真
の
目
標
は‘T

ory G
overnm

ent and L
abour 

O
pposition ’

と
い
う
地
位
の
確
立
（
10
）

だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
院
内
労
働
党
が
次
期
政
権
担
当
を
全
面
的
に
受
諾
し
た
大
き
な

理
由
と
し
て
、
こ
こ
で
与
党
に
な
る
こ
と
を
拒
ん
だ
ら
自
由
党
よ
り
下
位
の
少
数
会
派
席
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
い
わ
ば

「
下
院
内
座
席
配
置
の
問
題
」
に
拘
っ
た
か
ら
と
す
る
指
摘
（
11
）

も
あ
り
、
そ
の
点
興
味
深
い
。

（
七
九
六
）
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三

最
後
に
、
前
回
同
様
自
由
党
は
今
回
も
第
三
党
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
い
が
み
合
っ
て
い
た
「
自
由
党
反
・
連
立
派
」
の
党
首
ア
ス
キ

ス
と
「
自
由
党
連
立
派
」
の
元
首
相
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid L
loyd G

eorge

）
の
両
派
が
「
保
護
主
義
導
入
反
対
」
を
掲
げ
て
一
時

的
に
せ
よ
再
団
結
し
た
効
果
が
表
れ
た
の
か
、
獲
得
議
席
数
で
は
前
回
を
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。
総
選
挙
結
果
が
出
た
直
後
の

一
九
二
三
年
一
二
月
一
八
日
、
ア
ス
キ
ス
は
「
新
議
会
が
一
月
に
召
集
さ
れ
て
も
、
自
由
党
し
て
は
統
一
党
（
※
保
守
党
）
政
府
を
支
持

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
公
式
声
明
を
発
表
し
た
。
そ
し
て
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
年
明
け
早
々
召
集
さ
れ
た
一
九
二
四
年
議

会
の
冒
頭
、
労
働
党
提
出
の
保
守
党
内
閣
不
信
任
決
議
に
自
由
党
議
員
の
ほ
ぼ
全
員
が
賛
成
投
票
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

一
九
二
三
年
総
選
挙
実
施
か
ら
一
か
月
以
上
経
っ
た
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
は
総
辞
職
し
て
第
二
党
の
リ
ー

ダ
ー
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
組
閣
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
12
）

。

因
み
に
自
由
党
で
は
、
一
九
二
二
年
総
選
挙
で
当
選
し
た
議
員
の
う
ち
四
〇
人
が
落
選
し
議
席
を
失
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
史

学
者
コ
ー
リ
ン
グ
（M

aurice C
ow

ling

）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
中
の
三
〇
人
程
度
が
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
派
議
員
だ
っ
た
た
め
、
一
九
二
三

年
総
選
挙
で
の
自
由
党
勝
利
は
、
再
統
一
さ
れ
た
自
由
党
の
勝
利
と
は
い
え
、
事
実
上
「
ア
ス
キ
ス
派
（the A

squitheans

）」
の
勝
利
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ス
キ
ス
と
自
由
党
ア
ス
キ
ス
派
の
重
要
性
が
相
対
的
に
増
大
し
た
結
果
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
以
降
、

少
数
派
な
が
ら
ア
ス
キ
ス
自
由
党
が
政
局
や
新
政
権
樹
立
の
〝
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
〟
を
握
る
存
在
と
し
て
主
役
の
座
に
躍
り
出
る

よ
う
に
な
っ
た
（
13
）

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
主
要
三
党
か
ら
見
た
一
九
二
三
年
総
選
挙
の
意
義
や
総
選
挙
実
施
直
後
の
各
党
の
動
き
を
整
理
し
て
み
る
と
、
自
由

貿
易
派
で
前
回
以
上
に
議
席
を
伸
ば
し
た
労
働
党
と
自
由
党
が
相
対
的
主
導
権
を
握
る
の
は
、
あ
る
意
味
当
然
と
も
言
え
る
。
し
か
し
他

方
で
、
政
策
面
や
獲
得
議
席
数
の
面
で
敗
者
の
立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
党
も
、
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
特

（
七
九
七
）
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四
四

殊
な
院
内
状
況
の
お
か
げ
で
存
外
無
視
で
き
な
い
勢
力
と
し
て
残
っ
た
、
と
見
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
度
は
、
そ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ス
キ
ス
説
」
に
対
す
る
疑
問
点
を
よ
り
深
く
検
討
し
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う

⑵
　「
ア
ス
キ
ス
説
」
と
そ
の
疑
問

先
ず
、
当
の
ア
ス
キ
ス
本
人
は
一
九
二
三
年
総
選
挙
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
二
三
年
総
選
挙
投
票

日
直
前
の
一
二
月
二
日
付
ア
ス
キ
ス
書
簡
を
見
る
と
、
ア
ス
キ
ス
は
労
働
党
を
ダ
ー
ク
ホ
ー
ス
と
し
て
捉
え
る
一
方
、
自
由
党
の
獲
得
議

席
が
労
働
党
の
そ
れ
を
上
回
り
、
し
か
も
引
き
続
き
保
守
党
が
政
権
を
十
分
担
当
で
き
る
程
度
の
議
席
を
確
保
す
る
よ
う
な
結
果
が
望
ま

し
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
14
）

。
つ
ま
り
ア
ス
キ
ス
は
、
総
選
挙
前
の
段
階
で
は
、
労
働
党
政
権
の
誕
生
を
ほ
と
ん
ど
想
定
し
て
い
な

か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
既
述
の
と
お
り
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
は
、
主
要
三
党
全
て
に
政
権
担
当
可
能
な
状
況
を
与
え
る
形
と
な
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
流
〝
憲
政
の
常
道
〟
と
も
言
う
べ
き
考
え
方
に
従
え
ば
、
組
閣
の
資
格
が
優
先
的
に
与
え
ら
れ
る
の
は
第
二
党
の
労
働
党
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
労
働
党
は
、
総
選
挙
の
公
約
に
、
土
地
な
ど
を
対
象
と
し
た
い
わ
ゆ
る
資
本
課
税
や
「
国
有
化
」
な
ど
の
社
会
主
義
的
な

政
策
も
掲
げ
て
い
た
（
15
）

の
で
、
財
界
を
中
心
に
労
働
党
主
体
の
政
権
づ
く
り
を
懸
念
す
る
声
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

さ
て
、
ア
ス
キ
ス
の
伝
記
を
著
し
た
ス
ペ
ン
ダ
ー
（John S

pender
）
ら
に
よ
る
と
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
が
出
た
時
点
で
キ
ャ

ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
っ
た
ア
ス
キ
ス
に
は
、
採
る
べ
き
（
採
る
こ
と
の
可
能
な
）
オ
プ
シ
ョ
ン
が
以
下
の
と
お
り
三
つ
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。

（
七
九
八
）
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四
五

①
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
を
支
持
し
て
保
守
党
政
権
を
続
行
さ
せ
る

②
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
支
持
し
て
労
働
党
に
政
権
担
当
を
委
ね
る

③
保
守
党
の
支
持
を
当
て
に
し
て
自
分
が
組
閣
す
る
（
16
）

シ
テ
ィ
な
ど
の
要
望
を
受
け
容
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ス
キ
ス
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
③
も
全
く
実
現
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
ア
ス
キ
ス
が
最
終
的
に
選
ん
だ
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
②
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
加
え
、「
労
働

党
あ
る
い
は
保
守
党
い
ず
れ
の
政
権
も
支
持
せ
ず
、
完
全
野
党
と
し
て
事
態
を
静
観
す
る
」
と
い
う
四
つ
目
の
オ
プ
シ
ョ
ン
も
可
能
性
と

し
て
は
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
コ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
は
ア
ス
キ
ス
派
の
重
要
性
を
増
大
さ
せ
た
と
は
い
え
、
逆
に
、

（
今
ま
で
敵
対
し
て
き
た
）
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
を
ど
う
扱
う
か
と
い
っ
た
難
題
も
ア
ス
キ
ス
に
突
き
つ
け
る
結
果
と
な
っ
た
（
17
）

。
ま
た
、
ア

ス
キ
ス
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
の
意
義
は
一
つ
の
戦
闘
勢
力
と
し
て
自
由
党
が
再
統
一
し
強
化
さ
れ
た
点
（
18
）

に
求
め

ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
時
の
自
由
党
が
「
政
権
」
づ
く
り
に
一
切
関
与
せ
ず
完
全
野
党
と
し
て
事
態
を
静
観
し
た
場
合
、
再
び
党
内
が

分
裂
状
態
に
陥
っ
た
り
、
ア
ス
キ
ス
派
議
員
の
離
反
を
招
い
た
り
す
る
な
ど
、
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
っ
た
ア
ス
キ
ス
自
身
の
立

場
・
影
響
力
さ
え
弱
ま
る
恐
れ
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
四
つ
目
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
実
現
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

ア
ス
キ
ス
の
伝
記
作
家
ス
ペ
ン
ダ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
労
働
党
に
組
閣
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
べ
し
と
す
る
見
解
に
ア
ス
キ
ス
は
全
く
疑

問
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
段
階
で
労
働
党
か
ら
組
閣
の
チ
ャ
ン
ス
を

奪
っ
た
ら
階
級
対
立
が
一
層
刺
激
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
保
護
主
義
を
掲
げ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
国
民
に
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、

（
七
九
九
）
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四
六

保
護
主
義
を
放
棄
し
て
ま
で
政
権
を
続
行
す
る
の
は
現
時
点
で
は
不
可
能
だ
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
述
べ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
自
由

党
も
保
守
党
と
連
立
を
組
む
準
備
が
ま
だ
で
き
て
い
な
い
う
え
、
今
後
い
つ
か
は
労
働
党
政
権
が
実
現
す
る
可
能
性
も
あ
る
以
上
、
そ
の

実
験
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
党
が
少
数
与
党
の
今
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
た
ほ
う
が
リ
ス
ク
も
少
な
く
て
済
む
、
と
い
う
三
点
（
19
）

で
あ
る

（
傍
線
　
引
用
者
）。

か
よ
う
な
労
働
党
政
権
づ
く
り
を
当
時
必
要
不
可
欠
な
「
実
験
」
と
す
る
捉
え
方
や
、
上
記
三
つ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
三
年

一
二
月
一
八
日
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ベ
ラ
ル
・
ク
ラ
ブ
（the N

ational L
iberal C

lub

）
で
開
催
さ
れ
た
自
由
党
議
員
総
会
で
の
ア
ス
キ
ス

発
言
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
。
彼
の
覚
書
に
基
づ
く
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
議
員
総
会
で
彼
が
述
べ
た
「
助
言
」

の
内
容
と
は
、
上
述
し
た
三
つ
の
理
由
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

「
…
…
自
由
党
議
員
総
会
で
、
私
は
自
ら
助
言
で
き
る
機
会
を
い
ち
早
く
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
…
…
こ
の
助
言
に
つ
い
て
は
マ
ク
ド

ナ
ル
ド
氏
も
サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
サ
イ
モ
ン
も
完
全
に
同
意
で
き
る
と
言
っ
て
い
た
し
、
ま
た
自
分
で
も
議
論
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
賢
明
な

内
容
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
党
内
で
も
受
け
容
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
年
明
け
に
召
集
さ
れ
た
新
議
会
で
、
保
守

党
政
府
を
倒
す
た
め
の
形
式
的
手
続
き
が
終
わ
る
や
否
や
、
ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
そ
の
労
働
党
の
仲
間
た
ち
が
政
権
を
担
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
年
後
、
労
働
党
内
閣
が
倒
れ
た
際
に
、
私
は
リ
フ
ォ
ー
ム
・
ク
ラ
ブ
で
演
説
し
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

『
我
々
が
あ
の
実
験
を
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
後
悔
し
て
い
な
い
。
あ
の
実
験
を
認
め
て
や
っ
た
こ
と
で
大
勢

の
人
び
と
の
迷
い
が
消
え
た
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
種
々
の
利
益
や
名
誉
に
危
険
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
て
い
た

時
代
が
（
全
く
文
字
ど
お
り
）
幕
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
20
）

』。」（
傍
線
　
引
用
者
）

（
八
〇
〇
）
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ボ
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要
す
る
に
、
状
況
的
に
見
て
も
次
期
政
権
づ
く
り
の
裁
量
権
は
自
由
党
に
あ
る
し
、
そ
し
て
ま
た
、
自
由
党
は
保
守
・
労
働
両
党
の
付

属
物
に
な
る
つ
も
り
も
な
い
と
い
う
ア
ス
キ
ス
な
り
の
意
思
表
示
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
読
む
限
り
、「
ア
ス
キ
ス
説
」
に
は
非
の
打
ち

ど
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ア
ス
キ
ス
本
人
が
そ
れ
を
証
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ス
キ
ス
だ
け
が
自
分
の
自
由
意

思
で
積
極
的
に
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
存
在
と
必
要
を
認
め
、
こ
れ
を
ア
シ
ス
ト
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
今
度
は
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
、
通
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
ア
ス
キ
ス
説
」
を
再
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑶
　「
ア
ス
キ
ス
説
」
の
再
検
討
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
側
の
事
情

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
研
究
の
泰
斗
ラ
ム
ス
デ
ン
（John R

am
sden

）
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
時
は
と
も
か
く
、
ア
ス
キ
ス
同

様
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
労
働
党
政
権
誕
生
の
可
能
性
を
従
前
か
ら
予
見
し
て
い
た
の
で
、
労
働
党
に
は
比
較
的
寛
容
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、

労
働
党
が
政
権
担
当
を
経
験
し
穏
健
化
し
て
い
く
こ
と
ま
で
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
期
待
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
一
九
二
四
年
一
月

の
退
陣
に
際
し
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
組
閣
し
や
す
い
よ
う
、
そ
し
て
ま
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
組
閣
に
明
確
な
責
任
を
負
え
る
よ
う
、
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
は
様
々
な
準
備
作
業
ま
で
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（
21
）

。

さ
ら
に
ラ
ム
ス
デ
ン
は
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
自
由
党
の
弱
体
化
は
、
ア
ス
キ
ス
や
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
を
通

じ
て
で
は
な
く
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
よ
っ
て
進
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

保
守
党
は
実
行
し
よ
う
と
思
え
ば
実
行
で
き
た
は
ず
な
の
に
、
何
ら
か
の
提
携
の
誘
い
を
ア
ス
キ
ス
に
一
度
も
示
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た

か
ら
（
22
）

だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ラ
ム
ス
デ
ン
の
指
摘
に
基
づ
き
複
数
の
関
連
史
資
料
を
よ
り
詳
細
に
分
析
し
て
み
る
と
、
完
全
な

断
定
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
だ
し
即
断
も
禁
物
で
は
あ
る
が
、
確
か
に
そ
う
し
た
見
解
に
も
説
得
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
ボ
ー
ル

（
八
〇
一
）
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四
八

ド
ウ
ィ
ン
の
議
員
秘
書
で
側
近
の
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
（John C

. C
. D

avidson

）
は
、
一
九
二
三
年
一
二
月
一
二
日
付
の
私
的
書
簡
に
お

い
て
、
労
働
党
の
組
閣
を
阻
止
す
る
目
的
で
保
守
党
と
自
由
党
が
「
い
か
に
も
不
誠
実
な
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
組
ん
で
し
ま
っ
た
ら
」、

革
命
に
至
る
道
を
ま
た
一
歩
踏
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
れ
が
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
本
音
だ
っ
た

と
も
見
ら
れ
て
い
る
（
23
）

。
ま
た
、
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
（G

eorge Ⅴ

）
の
秘
書
に
よ
る
一
九
二
三
年
一
二
月
一
〇
日
付
覚
書
き
に
も
、
い
か

な
る
組
み
合
わ
せ
に
な
ろ
う
と
連
立
に
は
全
く
反
対
だ
と
い
う
意
見
を
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
述
べ
て
い
た
（
24
）

と
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
、
自
由
党
と
連
立
を
組
む
べ
き
と
す
る
提
案
を
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は

一
切
拒
絶
し
て
い
た
と
見
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
一
九
二
三
年
総
選
挙
実
施
に
敢
え
て
踏
み
切
っ
た
真

の
理
由
は
、
註（
４
）で
も
示
し
た
よ
う
に
党
内
団
結
の
確
保
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
自
分
の
政
敵
だ
っ
た
保
守
党
旧
・
連
立

維
持
派
の
増
長
や
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
を
軸
と
し
た
「
中
央
党
（the C

entre party

）」
構
想
再
現
に
至
る
可
能
性
の
高
い
「
自
由
党
と
の

提
携
」
を
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
「
労
働
党
政
権
誕
生
阻
止
」
以
上
に
優
先
す
る
と
は
思
え
な
い
（
詳
細
に
つ
い
て
は
註（
４
）を
参
照
）。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
側
の
事
情
を
踏
ま
え
る
と
、「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
を
支
持
し
て
保
守
党
政
権
を
続
行
さ
せ

る
」
こ
と
も
で
き
ず
、「
保
守
党
の
支
持
を
当
て
に
し
て
自
分
が
組
閣
す
る
」
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
「
完
全
野
党
と
し
て

事
態
を
静
観
す
る
」
な
ど
論
外
だ
っ
た
第
三
党
党
首
ア
ス
キ
ス
と
し
て
は
、
上
述
し
た
「
三
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
」
の
う
ち
、
与
党
・
保
守

党
を
政
権
か
ら
追
い
出
す
代
わ
り
に
、「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
支
持
し
て
労
働
党
に
政
権
担
当
を
委
ね
る
」
し
か
選
択
の
余
地
が
な
く
な
っ

た
（
25
）

と
い
う
見
方
も
可
能
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
新
政
権
構
想
に
関
し
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
自
由
党
と
の
協
力
を
一
切
拒
絶
し
た
か
ら

こ
そ
、
ア
ス
キ
ス
は
結
局
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
あ
る
い
は
可
能
な
限
り
そ
れ
を
支
え
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
）
と
理
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。「
ア
ス
キ
ス
説
」
の
本
質
や
問
題
点
は
こ
う
い
う
部
分
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
八
〇
二
）
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四
九

以
上
の
分
析
な
ら
び
に
再
検
討
を
通
じ
て
、
従
来
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
間
接
的
か
も
し
れ
な
い
が
保
守
党
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
ま

た
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
存
在
を
何
ら
か
の
意
味
で
必
要
と
し
て
い
た
可
能
性
が
出
て
き
た
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
戦
間
期
イ

ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
特
質
や
当
時
の
保
守
党
に
お
け
る
対
労
働
党
戦
略
の
ほ
か
、
と
り
わ
け
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の
保
守
主
義
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
に
つ
い
て
新
た
な
視
点
か
ら
解
釈
を
試
み
た
い
。

三
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
け
る
労
働
党
政
権
の
位
置
づ
け

本
章
で
は
先
ず
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
特
徴
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
基
本
的
性
格
な
ど
も

踏
ま
え
た
う
え
で
、
彼
の
保
守
主
義
に
お
け
る
対
労
働
党
観
を
中
心
に
、
そ
の
戦
術
面
と
思
想
面
か
ら
当
時
に
お
け
る
第
一
次
マ
ク
ド
ナ

ル
ド
内
閣
の
必
要
性
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
最
後
に
、
労
働
党
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
「
保
守
主
義
者
」
と
し
て
捉
え
る
斬
新
な
解

釈
を
通
じ
て
、
そ
の
政
治
思
想
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
の
関
連
性
な
ど
に
も
若
干
触
れ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑴
　
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

本
稿
で
は
「
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
を
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
戦

間
期
（
一
九
一
八
～
一
九
三
九
年
）
の
歴
代
保
守
党
党
首
の
中
で
は
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
党
首
在
任
期
間
（
約
一
四
年
間
）
が
と
び
ぬ
け
て
長

く
、
そ
れ
ゆ
え
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
・
保
守
主
義
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
も
必
然
的
に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
に
お
い
て
戦
間
期
は
、「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
時
代
（the B

aldw
in E

ra

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
少

（
八
〇
三
）
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五
〇

な
く
な
い
。

帝
国
主
義
や
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
（U

nionism

）
あ
る
い
は
関
税
改
革
（tariff reform

）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝

（V
ictorian

）
お
よ
び
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
（E

dw
ardian

）
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
比
較
し
た
場
合
、
と
り
わ
け
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
一
四

年
に
か
け
て
実
現
し
、
ア
ス
キ
ス
自
由
党
政
権
下
で
拡
大
し
た
「
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
法
制
化
」、
即
ち
政
府
介
入
を
志
向
す
る

「
新
自
由
主
義
（N

ew
 L

iberalism （
26
））」

の
進
展
と
同
時
期
の
労
働
運
動
な
い
し
社
会
主
義
の
脅
威
に
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
保
守
党

側
の
具
体
的
な
反
応
こ
そ
、
当
時
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
党
首
・
首
相
に
象
徴
さ
れ
る
「
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
時
期
に
保
守
党
が
標
榜
し
た
前
述
の
関
税
改
革
は
、
自
由
党
の
新
自
由
主
義
と
労
働
党
の
社
会
主
義
の
〝
挑
戦
〟
に
対
す
る

保
守
党
側
の
一
つ
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
、
も
し
く
は
そ
の
独
自
の
対
応
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
27
）

。

上
述
し
た
〝
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
〟
に
関
連
づ
け
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
分
析
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
オ
ゴ
ー
マ
ン

（F
rank O

’G
orm

an

）
は
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
特
質
と
し
て
、「
左
翼
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
右
翼
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
両
者
に
代
わ

る
、
穏
健
で
程
良
い
〝
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
〟
に
な
ろ
う
と
し
た
」
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
流
の
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
、
社
会
階
級
間
の
和
解
を
語
る
よ
う
な
保
守
主
義
が
入
る
余
地
も
生
ま
れ
た
」
と
し
て
、
そ
こ
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保

守
主
義
の
存
在
価
値
を
見
出
す
。
加
え
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
「
新
し
い
保
守
主
義
（N

ew
 C

onservatism

）」
を
特
徴
づ
け
る
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、「
社
会
の
調
和
」「
党
執
行
部
と
党
員
の
一
体
化
」「
社
会
改
革
」「
弱
者
の
保
護
」
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、

階
級
対
立
よ
り
も
国
民
的
団
結
を
促
し
た
り
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
政
府
を
重
視
し
た
り
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
一
九
一
四
年
（
※
第

一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
）
以
前
に
採
用
し
た
保
守
党
政
治
家
は
一
人
も
居
な
か
っ
た
（
28
）

と
も
、
オ
ゴ
ー
マ
ン
は
主
張
し
て
い
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
戦
間
期
に
保
守
党
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
登
場
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
「
社
会
主
義
を
非
難
し
、
労
働

（
八
〇
四
）
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ボ
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五
一

組
合
を
制
約
す
る
が
、
労
働
党
は
ア
シ
ス
ト
し
て
い
く
（
29
）

」
新
し
い
タ
イ
プ
の

─
一
九
二
〇
年
代
前
半
と
い
う
時
代
の
流
れ
に
も
合
致
し

た

─
保
守
主
義
者
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
で
は
、
か
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
い
て
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
労
働
党
と
そ
の
第
一
次
内
閣
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑵
　
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
け
る
労
働
党
政
権
の
意
義
と
そ
の
思
想
的
基
盤

前
述
の
ラ
ム
ス
デ
ン
に
よ
る
と
、
一
九
二
一
年
頃
の
保
守
党
で
は
「
労
働
党
の
イ
ン
パ
ク
ト
」
に
対
抗
す
る
具
体
的
手
段
を
め
ぐ
っ
て

意
見
の
一
致
は
見
ら
れ
ず
、
保
守
主
義
者
と
し
て
採
る
べ
き
戦
術
や
方
法
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
二
つ
の
路
線
の
間
で
対
立
（
党
内
主
導

権
争
い
）
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
一
つ
目
は
、
当
時
保
守
党
下
院
リ
ー
ダ
ー
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（A

usten C
ham

berlain

）
や
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

の
比
較
的
リ
ベ
ラ
ル
な
本
能
に
反
発
し
て
い
た
（
30
）

バ
ー
ク
ン
ヘ
ッ
ド
卿
（L

ord B
irkenhead

）
な
ど
保
守
党
旧
・
連
立
維
持
派
や
幹
部
議
員

に
多
い
立
場
で
あ
る
。
自
由
党
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
主
導
の
下
、
両
党
が
融
合
し
て
「
中
央
党
」
な
る
「
反
・
社
会
主
義
連
合
」
を
新

た
に
結
成
し
、
労
働
運
動
の
パ
ワ
ー
を
削
減
す
べ
く
抵
抗
を
続
け
る
と
い
う
戦
術
も
そ
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
路

線
・
戦
術
で
は
、
保
守
・
自
由
の
二
大
既
成
政
党
が
提
携
し
な
が
ら
「
社
会
秩
序
の
擁
護
者
」
と
し
て
の
責
務
を
負
う
こ
と
で
、
逆
に
両

党
の
独
自
性
や
プ
リ
ン
シ
プ
ル
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
、
党
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
希
薄
に
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
二
つ
目
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
代
表
さ
れ
る
労
働
党
穏
健
派
と
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
二
党
制
の
枠
か
ら
自
由
党
を
排
除

し
、
今
や
〝
落
ち
目
の
〟
老
舗
政
党
・
自
由
党
で
は
な
く
、〝
抬
頭
著
し
い
〟
新
興
政
党
・
労
働
党
を
今
後
「
左
派
」
の
代
表
と
し
て
認

め
る
べ
き
と
す
る
路
線
・
戦
術
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
労
働
党
を
責
任
野
党
、
即
ち
潜
在
的
政
権
政
党
（the O

pposition

）
と
し
て
国

（
八
〇
五
）
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家
構
造
の
一
部
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
同
党
の
「
急
進
性
」
を
払
拭
し
、
む
し
ろ
唯
一
の
「
社
会
秩
序
の
擁
護
者
」
た
る
保
守
党
が
、

自
由
党
に
代
わ
る
「
政
権
担
当
能
力
を
備
え
た
進
歩
派
政
党
」
と
し
て
左
派
代
表
・
労
働
党
を
「
育
て
て
い
く
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

当
時
の
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
考
え
方
や
言
動
な
い
し
対
応
（
保
守
主
義
）
が
こ
れ
に
該
当
し
、
ま
た
そ
れ
は
、
前
述
し
た
マ
ク
ド
ナ

ル
ド
の
目
標
（‘T

ory G
overnm

ent and L
abour O

pposition ’

の
地
位
確
立
）
に
も
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
（
31
）

。

し
か
し
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
後
者
の
路
線
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
政
権
を
院
内
多
数
派
の
保
守
党
が
支
え

て
い
た
一
九
二
二
年
当
時
の
状
況
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
、
保
守
党
独
自
の
方
針
に
基
づ
き
、
そ
の
単
独
政
権
（
ボ
ナ
＝
ロ
ー
保
守
党
政
権
）
下

で
解
散
総
選
挙
（
一
九
二
二
年
総
選
挙
）
を
行
っ
て
勝
利
を
収
め
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
二
二
年
一
〇
月
の

カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
保
守
党
議
員
総
会
で
の
連
立
離
脱
決
定
と
、
そ
の
直
後
に
成
立
し
た
ボ
ナ
＝
ロ
ー
政
権
期
を
経
て
、
当
時
蔵
相

だ
っ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
後
継
の
新
党
首
・
首
相
に
推
挙
・
任
命
さ
れ
た
（
32
）

。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
二
つ
目
の
路

線
、
換
言
す
れ
ば
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
」
が
戦
間
期
保
守
党
の
基
本
方
針
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
保
守
主
義
は
、
世
界
恐
慌
の
結
果
生
じ
た
挙
国
一
致
内
閣
（
連
立
政
権
）
時
代
も
含
め
て
一
九
三
七
年
ま
で
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
労

働
党
と
共
に
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
特
徴
づ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
に
よ
り
、
戦
間
期
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
い
て
は
、「
責
任
野
党
と
し
て
の
労
働
党
も
し
く
は
（
少
数
議
席
に
基
づ
く

短
期
間
の
）
労
働
党
政
権
」
が
必
要
不
可
欠
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
し
か
も
存
外
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
次
に
、
か
よ
う
な
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
「
戦
術
」
面
を
規
定
す
る
政
治
「
思
想
」
面
に
つ
い
て
解
明
し
て
み
た
い
。

政
治
家
引
退
を
間
近
に
控
え
た
一
九
三
六
年
六
月
の
あ
る
夕
食
会
で
、
若
手
保
守
党
議
員
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
ら
れ
た
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。「
労
働
党
を
絶
対
へ
こ
ま
せ
よ
う
と
は
す
る
な
。
あ
る
い
は
、
労
働
党
を
犠
牲
に
し
て
こ
れ

（
八
〇
六
）
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を
小
馬
鹿
に
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
院
内
で
政
党
間
対
立
を
激
し
く
す
る
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
す
る
な
。
故
意
に
労

働
党
を
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
た
り
、
怒
ら
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
を
必
要
と
す
る
日
が
突
然
や
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ

と
を
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
（
33
）

」（
傍
線
　
引
用
者
）。
彼
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
上
述
し
た
一
連
の
考
察
結
果
と
も
一
致
す
る
。
保
守

党
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
、
当
時
の
保
守
主
義
者
の
多
数
派
と
異
な
る
対
労
働
党
観
を
持
っ
て
い
た
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
家
業
の
鉄

器
製
造
業
経
営
を
通
じ
て
実
際
に
労
働
組
合
や
労
働
者
を
扱
っ
た
経
験
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
一
九
〇
八
年
に
死
去
す
る
ま
で
保
守
党
議

員
を
務
め
て
き
た
父
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
（A

lfred B
aldw

in

）
の
労
使
協
調
経
営
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
34
）

。

そ
れ
が
過
激
な
存
在
と
な
ら
な
い
限
り
、
労
働
者
や
労
働
党
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
精
神
旺
盛
か
つ
寛
容
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
が
で
き
た

理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
経
歴
や
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
も
求
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
こ
こ
で
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
労
働
党
と
の
関
連
性
の
根
底
を
な
す
政
治
思
想
的
基
盤
に
つ
い
て
、
今
や
古
典
的
と

も
言
え
る
ラ
ム
ス
デ
ン
の
所
説
に
最
新
の
二
つ
の
先
行
研
究
成
果
を
加
え
た
、
計
三
つ
の
先
行
研
究
成
果
を
手
が
か
り
と
し
て
再
考
察
し

て
み
た
い
。

先
ず
、「
保
守
主
義
に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
は
、
抽
象
的
な
理
論
と
か
具
体
的
な
政
策
に
関
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
態

度
や
対
応
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
（
35
）

」
と
見
る
ラ
ム
ス
デ
ン
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
分
析
す
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
以

下
の
五
つ
の
性
質
を
指
摘
し
た
。
即
ち
、
①
日
常
（ordinary

）
性
、
②
専
門
（professional

）
性
、
③
道
徳
（m

oral

）
性
、
④
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
（E

nglish

）
性
、
そ
し
て
⑤
非
挑
発
（unprovocative

）
性
が
そ
れ
で
あ
る
。
ラ
ム
ス
デ
ン
に
よ
る
と
、
③
は
「
権
利
よ
り
義
務
」
を

重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
④
は
譲
歩
の
原
理
を
尊
重
す
る
と
さ
れ
、
③
と
④
の
両
者
は
、
⑤
の
具
体
的
表
れ
と
も
言
う
べ
き
和
解
・
宥

和
・
妥
協
の
根
本
に
な
る
と
さ
れ
る
（
36
）

。

（
八
〇
七
）
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四

こ
れ
ら
五
つ
の
う
ち
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
労
働
党
と
の
関
連
性
を
見
る
う
え
で
特
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
⑤
の
非
挑

発
性
で
あ
ろ
う
。
既
述
の
よ
う
に
、
当
時
バ
ー
ク
ン
ヘ
ッ
ド
卿
に
代
表
さ
れ
る
大
半
の
保
守
主
義
者
た
ち
は
、
労
働
党
に
対
し
て
尊
大
な

態
度
を
見
せ
た
り
、
保
守
・
自
由
の
両
党
連
立
を
ベ
ー
ス
に
「
対
決
」
姿
勢
を
示
し
た
り
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
が
示
し
た
労
働
党
へ
の
理
解
や
寛
容
さ
の
底
流
に
は
、（
穏
健
な
院
内
）
労
働
党
も
含
め
た
イ
ギ
リ
ス
社
会
全
体
の
調
和
に
対

す
る
何
ら
か
の
道
徳
的
「
義
務
」
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
近
年
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
関
す
る
最
新
の
政
治
学
的
分
析
を
試
み
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
（P

hilip W
illiam

son

）
は
、
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
の
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
観
の
発
生
源
と
し
て
「
家
族
・
教
育
歴
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
後
期
の
文
化
的
側
面
・
地
方
政
治
の
特

殊
性
」
の
四
点
を
指
摘
し
た
ほ
か
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
社
会
経
済
関
連
ド
ク
ト
リ
ン
の
一
つ
と
し
て
、
彼
が
「
キ
リ
ス
ト
教
的
保
守
主

義
者
（a C

hristian C
onservative

）」
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的

保
守
主
義
は
、
安
定
し
調
和
の
取
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
高
く
評
価
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、

富
裕
層
も
貧
困
層
も
相
互
に
尊
重
し
合
う
と
同
時
に
、
相
互
の
義
務
を
認
め
合
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
37
）（

傍
線
　
引
用
者
）。

こ
う
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
、
道
徳
的
義
務
感
に
基
づ
き
労
使
間
の
調
停
や
和
解
に
向
け
て
努
力

す
る
「
保
守
主
義
的
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
（conservative idealism
）」
と
位
置
づ
け
る
。
保
守
主
義
的
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
は
、
個
人
と
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
非
・
社
会
主
義
的
な
方
法
を
通
じ
て
調
停
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
核
と
な
る
倫
理
は
「
奉
仕
（service

）」
に
求
め

ら
れ
る
と
さ
れ
る
（
38
）

。
ま
た
、「
戦
術
面
で
は
自
由
党
の
崩
壊
を
促
し
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
支
持
者
を
で
き
る
だ
け
多
く
獲
得
し
よ
う
と
す

る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
」
が
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
共
有
し
て
い
た
理
念
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
は‘fairness ’ ‘co-operation ’  

‘brotherhood ’ ‘service ’ ‘dem
ocracy ’

の
五
つ
を
挙
げ
て
い
る
（
39
）

。

（
八
〇
八
）
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ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
労
働
党
、
あ
る
い
は
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
の
関
連
性
を
そ
の
政
治
思
想
的
側
面
か
ら
結
び
つ

け
る
理
念
と
い
う
意
味
で
は
、
と
り
わ
け‘service ’

が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
の
主
要
公
式
演
説
の
分
析
を
通
じ
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
使
用
頻
度
が
比
較
的
高
い
キ
ー
ワ
ー
ド
を
明
ら
か
に
し
た
テ
イ

ラ
ー
（A

ndrew
 T

aylor

）
が
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
演
説
の
中
で
多
く
言
及
さ
れ
た
代
表
的
な
言
葉
と
し
て
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

（E
ngland

）」
や
「
労
使
間
の
平
和
（P

eace in Industry

）」
を
挙
げ
て
い
る
ほ
か
、
彼
の
考
え
方
の
基
準
と
な
る
言
葉
と
し
て
、「
奉
仕

（S
ervice

）」
な
ら
び
に
「
自
由
（F

reedom

）」
の
二
つ
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
40
）

。

こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
従
う
と
、
社
会
へ
の
「
奉
仕
」
を
個
々
人
の
道
徳
的
義
務
と
考
え
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
は
、
自
由
党

の
新
自
由
主
義
や
労
働
党
の
社
会
主
義
に
対
抗
す
る
保
守
党
・
保
守
主
義
の
側
か
ら
見
た
一
つ
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
に
な
り
得
る
と
同

時
に
、
保
守
党
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
に
も
役
立
つ
政
治
思
想
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
自

身
、
一
九
二
四
年
総
選
挙
に
勝
利
を
収
め
、
首
相
に
返
り
咲
い
た
直
後
の
一
九
二
四
年
一
二
月
四
日
に
ア
ル
バ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
行
っ
た
演

説
の
中
で
、「
奉
仕
」
の
重
要
性
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
国
の
発
展
に
関
わ
る
責
任
は
、
政
府
だ
け
で
な
く
、
こ
の
国
の
男
女
全
員
に
あ
る
の
で
す
。
国
民
の
願
い
を
無
視
し
て
し
ま
っ

た
ら
、
政
府
だ
っ
て
こ
の
国
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
大
切
な
の
は
、
新
し
い
方
法
で
協
力
し
て
い
く
の
を
厭
わ
な
い
こ
と

で
す
。
…
…
そ
の
最
終
的
な
責
任
は
、
政
府
と
い
う
よ
り
本
当
は
国
民
の
ほ
う
に
あ
る
の
で
す
。
今
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
試
す
時
で
す
。

…
…
今
日
、
わ
が
国
に
奉
仕
（service

）
す
る
と
い
う
意
味
で
、
お
そ
ら
く
我
々
は
今
ま
で
如
何
な
る
政
党
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
素

晴
ら
し
い
機
会
に
遭
遇
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
…
…
我
々
皆
が
そ
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
の
偉
大
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
教
育
し
て
い

（
八
〇
九
）
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六

く
こ
と
こ
そ
諸
君
の
義
務
な
の
で
あ
り
、
か
つ
諸
君
が
率
先
し
て
取
り
組
む
べ
き
義
務
な
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
私
が
強
く
訴
え
た
い
の

は
、
諸
君
に
も
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
奉
仕
を
地
域
社
会
共
通
の
福
利
に
し
て
い
く
の
が
偉
大
な
統
一
党
（
※
保
守
党
）
で
あ
る
以
上
、
諸
君

は
そ
の
目
標
に
向
か
っ
て
全
員
働
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
…
…
党
の
た
め
働
い
て
く
れ
る
全
て
の
人
た
ち
や
議
員
の
諸
君
に

向
け
て
、
最
後
に
結
び
の
言
葉
と
し
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
い
。
自
分
の
生
涯
を
そ
う
し
た
奉
仕
に
捧
げ
な
い
限
り
、
諸
君

の
党
に
、
そ
し
て
ま
た
諸
君
の
党
を
通
じ
て
諸
君
の
祖
国
に
、
よ
り
良
く
奉
仕
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
の
で
す
（
41
）

。」

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
け
る
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
必
要
性
や
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
の

関
連
性
を
示
す
政
治
思
想
的
基
盤
は
、
戦
間
期
と
い
う
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
「
責
任
野
党
・
潜
在
的
政
権

政
党
と
し
て
労
働
党
を
〝
教
育
〟
し
、
そ
れ
を
国
家
構
造
に
組
み
込
ん
で
い
く
た
め
に
も
、
保
守
主
義
者
の
義
務
と
し
て
非
挑
発
的
な

『
奉
仕
』
と
い
う
理
念
お
よ
び
そ
の
役
割
を
比
較
的
重
視
し
て
い
た
」
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑶
　
社
会
主
義
者
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
「
保
守
主
義
」
思
想
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

最
後
に
、「
労
働
党
の
、
人
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
の
み
を
慎
重
に
攻
撃
し
た
（
42
）

」
と
さ
れ
る
保
守
主
義
者
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
社
会
主

義
者
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
み
た
い
。

雄
弁
家
、
出
版
人
、
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
、
戦
略
家
、
そ
し
て
政
治
思
想
家
な
ど
多
彩
な
「
顔
」
を
持
つ
政
治
家
（
43
）

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
伝
統

的
二
党
制
論
者
だ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
加
え
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
二
人
の
個
人
的
関
係
や
相
性
が
、
偶
然
と

は
い
え
極
め
て
良
好
だ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

inston C
hurchill

）
は
、
そ
の
自
著
で
次
の
よ
う

（
八
一
〇
）
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五
七

に
述
べ
て
い
る
。「
よ
っ
て
こ
こ
に
、‘the B

aldw
in - M

acD
onald R

égim
e ’

と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
一
四
年
間
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

最
初
は
交
互
に
、
し
か
し
そ
の
後
、
段
々
政
治
的
な
兄
弟
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
二
人
の
政
治
家
が
こ
の
国
を
統
治
し
た
時
代
が
そ
れ

で
あ
る
。
普
段
な
ら
相
対
す
る
政
党
、
正
反
対
の
ド
ク
ト
リ
ン
、
そ
し
て
相
対
立
す
る
利
害
関
係
を
代
表
す
る
こ
の
二
人
は
、
イ
ギ
リ
ス

憲
政
史
に
お
け
る
二
人
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
首
相
と
比
べ
て
み
て
も
、
見
解
・
気
質
・
方
法
が
事
実
上
ほ
と
ん
ど
似
か
よ
っ
て
い
た
。
各
々

お
互
い
の
感
情
は
、
お
互
い
の
領
域
に
奇
妙
な
ほ
ど
十
分
浸
透
し
て
い
た
。
昔
な
が
ら
の
保
守
主
義
者
（the old T

ory

）
が
持
っ
て
い
る

感
情
の
多
く
を
ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
大
切
に
し
て
い
た
。」（
傍
線
　
引
用
者
）

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
保
守
主
義
者
的
側
面
を
有
し
て
い
た
と
い
う
チ
ャ
ー
チ
ル
の
描
写
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
伝
記
作
家
モ
ー
ガ
ン
（K

evin M
organ

）
は
、
保
守
・
自
由
・
労
働
イ
ギ
リ
ス
主
要
三
大
政
党
い
ず
れ
の
内
閣

で
も
閣
僚
と
し
て
居
座
る
こ
と
が
可
能
で
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
そ
れ
に
近
い
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
唯
一
の
首
相
が
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
だ
っ

た
と
し
て
い
る
。
加
え
て
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
社
会
主
義
に
は
、
自
由
主
義
的
要
素
や
保
守
主
義
的
要
素
を
社
会
主
義
と
結
び
つ
け
る
折
衷

的
な
性
格
が
常
に
あ
っ
た
と
も
分
析
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
保
守
主
義
は
、
社
会
主
義
の
否
定
で
は
な
く
、
彼
自
身
の

社
会
主
義
に
深
く
根
差
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
政
治
哲
学
の
基
盤
は
「
有
機
体
的
社
会
観
」
に
あ
っ
た
と
主
張
し

て
い
る
（
45
）

点
も
興
味
深
い
。

二
〇
世
紀
初
頭
以
来
、
社
会
問
題
や
政
治
問
題
に
関
す
る
著
作
を
複
数
世
に
送
り
出
し
て
き
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
そ
の
有
機
体
的
社

会
観
を
、
彼
の
著
作
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
社
会
は
、
山
盛
り
の
砂
み
た
い
に
バ
ラ
バ
ラ
な
個
々
人
の
単
な
る
寄
せ
集
め

な
の
で
は
な
く
、
人
び
と
や
諸
階
級
が
そ
れ
そ
れ
の
役
目
を
そ
れ
ぞ
れ
果
た
す
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
、
し
か
も
組
織
化
さ
れ
た
諸
関
係
か

ら
成
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
（
46
）

」
で
あ
る
。
同
時
に
「
社
会
の
本
質
的
特
徴
に
関
す
る
捉
え
方
と
し
て
、
私
は
有
機
体
的
タ
イ
プ
の
組
織
に
好

（
44
）

（
八
一
一
）
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意
を
寄
せ
て
お
り
、
そ
し
て
ま
た
、
有
機
体
的
社
会
観
こ
そ
政
治
的
実
験
の
手
引
き
と
し
て
最
も
有
益
だ
と
言
い
た
い
。
で
も
、
全
て
の

社
会
主
義
者
が
そ
れ
と
同
じ
意
見
で
あ
る
と
か
、
同
じ
意
見
を
持
つ
べ
き
だ
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
社
会
主
義
者
に
は
既
に
教
条
主
義

が
結
構
内
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
47
）

」
と
も
述
べ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
有
機
体
的
社
会
観
は
、
保
守
主
義
者
に
共
通
す
る
社
会
認
識
の
一
つ
で
あ
る
。
有
機
体
的
社
会
観
と
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル

ド
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
を
「
合
理
的
で
利
己
的
な
個
々
人
が
意
図
的
に
創
る
や
や
人
工
的
な
構
造
物
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の

構
成
員
た
る
個
々
人
・
家
族
・
集
団
・
階
級
こ
れ
ら
の
相
互
依
存
的
結
び
つ
き
を
必
然
的
に
含
ん
で
複
雑
に
生
き
る
有
機
体
（
48
）

」
と
す
る
捉

え
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
有
機
体
的
社
会
観
は
、「
社
会
を
構
成
す
る
個
人
と
集
団
は
相
互
に
依
存
し
合
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に

は
社
会
的
な
義
務
と
責
任
が
伴
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
個
人
の
権
利
や
自
己
の
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
戒
め
（
49
）

」
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
（
傍
線
　
引
用
者
）。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
労
働
党
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
、
上
述
し
た
ボ
ー
ル

ド
ウ
ィ
ン
の
演
説
内
容
や
保
守
主
義
思
想
に
直
接
繋
が
る
考
え
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
有
機
体
的
社
会
観
」
と
い
う
観
点
か
ら
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
検
討
し
て
み
る
と
、
両
者
の
間
に
は
、

個
人
的
な
気
質
面
の
み
な
ら
ず
政
治
思
想
の
面
に
お
い
て
も
、
相
性
の
良
さ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
類
似
性
な
い
し
関
連
性
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
い
て
は
、「
労
働
党
政
権
」
と
い
う
よ
り
も
、「
社
会
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら

実
は
保
守
主
義
者
で
も
あ
っ
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
率
い
る
穏
健
な
労
働
党
政
権
（
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
）」
こ
そ
必
要
不
可
欠
な
存
在

で
、
な
お
か
つ
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
、
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

（
八
一
二
）
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ナ
ル
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ボ
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ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
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義
（
渡
邉
）

五
九

四
、
結
　
論

イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
、
即
ち
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
分
か
り
や
す
く
例
え
る
な
ら
、
そ

れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
世
界
に
「
左
」
と
「
右
」
の
二
つ
し
か
置
か
れ
て
い
な
い
指
定
席
を
三
党
で
奪
い
合
う
〝
椅
子
取
り
ゲ
ー
ム
〟

に
自
由
党
が
敗
れ
て
誕
生
し
た
政
権
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
共
通
目
標
、
即

ち
「
二
党
制
枠
か
ら
の
自
由
党
排
除
」
を
完
成
し
再
確
認
し
た
出
来
事
こ
そ
一
九
二
四
年
総
選
挙
（
註（
２
）を
参
照
）
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
結
果
成
立
し
た
第
二
次
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
党
内
閣
（
一
九
二
四
年
一
一
月
四
日
～
一
九
二
九
年
六
月
四
日
）
で
あ
っ
た
。

当
時
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
を
必
要
と
し
、
そ
の
成
立
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
の
は
、
確
か
に
ア
ス
キ
ス
と
そ
の
自
由
党
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
の
秩
序
を
護
る
た
め
、
換
言
す
れ
ば
保
守
党
が
唯
一
の
右
派
「
反
・
社
会
主
義
政
党
」
と
し
て
生
き
残
る
た
め
（
50
）

、

そ
し
て
自
由
党
を
弱
体
化
す
る
た
め
、〝
保
守
主
義
者
〟
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
率
い
る
穏
健
な

─
し
か
し
強
く
な
い

─
労
働
党
政
権
を
必

要
と
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
当
時
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（
保
守
党
）
も
同
じ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
で
も
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
は
、
気
質
や
政
党
政
治
観
だ
け
で
な
く
、「
保
守
主
義
者
的

社
会
観
」
と
い
う
点
で
も
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
他
方
で
、
戦
間
期
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
は
、
新
自
由
主
義
や
社
会
主
義
、
そ

し
て
自
由
党
や
労
働
党
に
も
対
抗
し
得
る
、
保
守
党
独
自
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
的
意
味
を
持
つ
。
同
時
に
、
階
級
対
立
や
大
衆
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
時
代
に
相
応
し
い
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
守
党
に
提
供
す
る
役
割
も
併
せ
持
っ
て
い
た
。「
対
立
」
よ
り
も
「
融
和
」

を
重
視
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
を
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
の
関
連
性
で
捉
え
る
と
、
社
会
の
調
和

や
秩
序
安
定
の
た
め
に
も
労
働
党
を
責
任
野
党
と
し
て
認
め
、
そ
れ
を
国
家
構
造
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
く
必
要
性
か
ら
、
保
守
主
義
者

（
八
一
三
）
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三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

六
〇

と
し
て
の
道
徳
的
義
務
感
や
社
会
へ
の
「
奉
仕
」
を
重
視
す
る
独
自
の
性
格
を
備
え
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

戦
間
期
、
と
り
わ
け
一
九
二
〇
年
代
前
半
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
も
ま
た
、
そ
の
戦
術
・
思
想
両
面
に
お
い
て
、

イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
を
必
要
と
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
回
の
論
究
で
は
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
首
相
・
保
守
党
党
首
に
就
任
し
た
経
緯
を
詳
述
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
全
体
に
お
け
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
考
察
も
必
要
と
な
っ
て
き
た

の
で
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

院
内
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
首
相
兼
外
相
と
す
る
「
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
」
に
は
、
上
院
保
守
党
関
係
者
（
枢
密
院
議

長P
arm

oor

卿
、
海
相C

helm
sford

子
爵
）
を
は
じ
め
、
自
由
党
と
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
た
ち
（
大
法
官H

aldane

子
爵
、
農
業
漁
業
相N

. 

B
uxton

、
教
育
相C

. T
revelyan

、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
公
領
総
裁J. W

edgw
ood

）
も
入
閣
し
た
。

第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
閣
僚
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、R

oger M
ortim

ore and A
ndrew

 B
lick 

（eds.

）, B
u

tler’s B
ritish

 P
olitical 

F
acts 

（L
ondon: P

algrave M
acm

illan

） 2018, p. 12
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
） 

一
九
二
二
年
、
一
九
二
三
年
、
一
九
二
四
年
各
総
選
挙
結
果
（
定
数
六
一
五
議
席
）
は
以
下
の
と
お
り
。（
獲
得
議
席
数
と
得
票
率
％
）

保　守　党

38.2

38.1

48.3

345

258

419

（
八
一
四
）
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ボ
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（
渡
邉
）

六
一

自　由　党

29.1

29.6

17.6

116

159

40

労　働　党

29.5

30.5

33.0

142

191

151

1922年

1923年

1924年

こ
れ
ら
の
結
果
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
中
で
は
一
九
二
三
年
総
選
挙
の
み
、
単
独
過
半
数
議
席
（
三
〇
八
議
席
）
を
獲
得
し
た
政
党
が

な
い
「
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
」
が
生
じ
る
結
果
と
な
っ
た
。

（
3
） 

こ
う
し
た
評
価
に
基
づ
く
代
表
的
な
邦
書
と
し
て
は
、
本
文
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
石
原
司
、
早
坂
忠
「
二
　
戦
勝
国
の
内
政
と
外

交
」（『
岩
波
講
座
　
世
界
歴
史
26
　
現
代
３
　
一
九
二
〇
年
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
） 

前
掲
書
、
一
二
〇
頁
。

政
府
与
党
内
で
は
疑
問
視
す
る
声
も
多
か
っ
た
が
、
新
首
相
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
深
刻
化
し
た
失
業
増
へ
の
対
応
な
ら
び
に
活
発
化
す
る
労
働

運
動
対
策
と
、
そ
の
た
め
の
社
会
保
障
財
源
確
保
の
一
環
と
し
て
「
関
税
改
革
」、
即
ち
こ
れ
ま
で
大
英
帝
国
の
経
済
的
繁
栄
を
貿
易
面
で
支
え
て

き
た
伝
統
的
「
自
由
貿
易
政
策
」
を
放
棄
す
る
代
わ
り
に
輸
入
産
品
に
保
護
関
税
を
導
入
す
る
「
保
護
関
税
政
策
」
を
、
公
式
の
政
府
・
与
党
政
策

（
八
一
五
）
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六
二

と
し
て
採
用
し
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
二
二
年
総
選
挙
時
の
党
首
（
首
相
）
ボ
ナ
＝
ロ
ー
は
「
今
議
会
（
一
九
二
二
年
議
会
）
が
終
了
す
る
ま
で
国
の
財
政
制
度
に
抜
本

的
な
変
更
は
加
え
な
い
」
と
公
約
し
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
か
つ
て
ジ
ョ
セ
フ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（Joseph C

ham
berlain

）
の
音
頭
で
関
税

改
革
を
提
案
し
、
野
党
・
自
由
党
に
大
敗
し
た
一
九
〇
六
年
総
選
挙
（
定
数
六
七
〇
議
席
：
保
守
党
一
五
七
議
席
、
自
由
党
四
〇
〇
議
席
、
労
働
党

三
〇
議
席
）
の
二
の
舞
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

関
税
改
革
の
支
持
者
は
保
守
党
の
支
持
基
盤
で
あ
る
農
村
地
域
な
ど
の
生
産
者
層
に
比
較
的
多
く
、
逆
に
自
由
党
や
労
働
党
の
地
盤
で
あ
る
都
市

部
・
消
費
者
層
で
は
自
由
貿
易
の
支
持
者
が
相
対
的
に
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
税
改
革
、
即
ち
保
護
主
義
導
入
を
通
じ
て
購
入
面
で
選
択
の

自
由
が
狭
ま
り
、「
割
高
な
の
に
美
味
し
く
な
い
パ
ン
」
を
買
わ
さ
れ
る
こ
と
を
、
労
働
者
階
級
の
多
い
都
市
部
・
消
費
者
層
が
懸
念
し
た
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
関
税
改
革
が
争
点
と
な
っ
た
場
合
、
伝
統
的
自
由
貿
易
の
擁
護
者
を
自
任
す
る
自
由
党
と
、
相
対
的
に
低
所
得
者

層
を
支
持
基
盤
と
す
る
労
働
党
は
、
共
に
保
守
党
に
対
抗
し
て
「
関
税
改
革
反
対
」
を
掲
げ
、
連
携
・
協
力
し
や
す
く
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

一
方
、
鉄
器
製
造
業
経
営
を
家
業
と
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
当
時
党
内
を
代
表
す
る
関
税
改
革
論
者
で
あ
っ
た
。
加
え
て
彼
は
、
一
九
二
二

年
一
〇
月
一
九
日
に
実
施
さ
れ
た
カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
の
保
守
党
議
員
総
会
で
、
閣
僚
（
商
務
相
）
で
あ
り
な
が
ら
党
内
「
連
立
離
脱
派
」
の
代

表
と
し
て
、
党
幹
部
議
員
を
中
心
と
す
る
「
連
立
維
持
派
」
に
造
反
し
、
自
由
党
連
立
派
と
保
守
党
多
数
派
か
ら
成
る
「
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立

政
権
」（
一
九
一
六
年
一
二
月
六
日
～
一
九
二
二
年
一
〇
月
一
九
日
）
を
瓦
解
に
導
い
た
経
歴
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
敗
北
の
危
険
を
承
知
で
敢
え
て
関
税
改
革
を
争
点
に
解
散
総
選
挙
を
断
行
し
た
理
由
と
し
て
は
、

上
述
し
た
関
税
収
入
に
基
づ
く
財
源
確
保
の
役
割
に
加
え
、
保
守
党
全
体
が
「
関
税
改
革
＝
保
護
貿
易
導
入
」
の
旗
の
下
に
一
致
団
結
し
総
選
挙
を

戦
う
こ
と
で
、
党
内
の
政
敵
で
あ
る
「
旧
・
連
立
維
持
派
」
を
「
旧
・
連
立
離
脱
派
」
と
和
解
さ
せ
る
狙
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ

る
。
言
い
換
え
る
と
、
前
回
総
選
挙
か
ら
一
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
大
胆
に
も
解
散
総
選
挙
に
踏
み
切
っ
た
根
本
的
背
景

に
は
、
か
つ
て
の
「
連
立
維
持
派
」
が
保
守
党
と
自
由
党
を
横
断
し
一
大
勢
力
と
な
っ
て
団
結
・
再
復
活
す
る
の
を
阻
止
す
る
狙
い
（
あ
る
い
は
、

そ
の
底
流
に
何
ら
か
の
恐
怖
心
）
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
解
釈
を
補
強
す
る
史
料
と
し
て
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
議
員
秘
書
を
務
め
た
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
の
回
顧
録
な
ど
が
あ
る
。C

f. 

（
八
一
六
）
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ボ
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六
三

R
obert Jam

es, M
em

oirs of a C
on

servative   J. C
. C

. D
avid

son
’s M

em
oirs an

d
 P

apers 1910-37 

（L
ondon: W

eidenfeld and 

N
icolson

） 1969, pp. 185-186.
な
お
、
一
九
二
二
年
カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
保
守
党
議
員
総
会
を
舞
台
と
し
た
「
政
変
」
に
関
す
る
新
し
い
解
釈
・
分
析
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
容

一
郎
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討

─
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
保
守
主
義
思
想
を
中
心
と
し
て

─
」（『
政
経
研
究
』
第
五
六
巻
第
二
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
一
九
年
）
を
、
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
状
況
に
つ
い

て
は
、
青
山
義
信
・
今
井
宏
・
越
智
武
臣
・
松
浦
高
嶺
編
『
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
入
門
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
七
年
や
、
松
浦
高
嶺
『
イ
ギ
リ
ス
現

代
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） M

aurice C
ow

ling, T
h

e Im
pact of L

abou
r 1920-1924   T

h
e B

egin
n

in
g of M

od
ern

 B
ritish

 P
olitics 

（C
am

bridge: C
am

bridge 

U
niversity P

ress

） 1971, p. 361.

（
6
） John R

am
sden, T

h
e A

ge of B
alfou

r an
d

 B
ald

w
in

 1902-1940 

（L
ondon: L

ongm
an

） 1978, p. 181.

（
7
） P

hilip W
illiam

son and E
dw

ard B
aldw

in 

（eds.

）, B
ald

w
in

 P
apers   A

 C
on

servative S
tatesm

an
 1908-1947 

（C
am

bridge: 

C
am

bridge U
niversity P

ress

） 2004, p. 139.

　（
以
下B

ald
w

in
 P

apers

と
略
記
）

（
8
） K

eith M
iddlem

as and John B
arnes, B

ald
w

in
   A

 B
iograph

y 

（L
ondon: W

eidenfeld and N
icolson

） 1969, pp. 250-251.

（
9
） 

杉
本
稔
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
史
研
究
　
労
働
同
盟
の
形
成
と
展
開
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
九
年
、
一
三
五
頁
。
渡
辺
容
一
郎
『
イ
ギ
リ
ス
・
オ

ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
研
究
　
政
権
交
代
の
あ
り
方
と
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
力
』
時
潮
社
、
二
〇
〇
九
年
、
六
六
─
六
七
頁
。

（
10
） D

avid M
arquand, R

am
say M

acD
on

ald 

（L
ondon: Jonathan C

ape

） 1977, p. 291.

ま
た
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
一
九
二
四
年
に
首
相
と
し
て
行
っ
た
初
の
演
説
で
連
立
を
非
難
し
て
お
り
、
ま
た
別
の
演
説
で
は
「
イ
ギ
リ
ス
は
常
に

二
大
政
党
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
が
党
と
反
動
的
ト
ー
リ
ー
党
だ
」
と
述
べ
る
な
ど
、
労
働
党
も
二
党
制
の
一
翼
を
担
う
べ
き
だ
と
考
え

て
い
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
演
説
で
興
味
深
い
の
は
、
本
文
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
党
が
今
後
向
き
合
う
べ
き
真
の
競
争
相
手
は

自
由
党
で
は
な
く
保
守
党
だ
と
彼
が
考
え
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
　
　
　Ibid., p. 289, pp. 311-312.

（
11
） S

idney W
ebb, ‘T

he F
irst L

abour G
overnm

ent ’, T
h

e P
olitical Q

u
arterly, 32-1, 1961, p. 7.

（
八
一
七
）
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六
四

（
12
） 

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
不
信
任
決
議
を
め
ぐ
る
院
内
採
決
で
は
、
党
の
方
針
に
反
発
し
「
保
守
党
支
持
」
で
投
票
し
た
自
由
党
議
員
が
一
〇
名

ほ
ど
居
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
再
統
一
さ
れ
た
と
は
い
え
自
由
党
は
決
し
て
一
枚
岩
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
労
働
党
政
権
を
支
え

る
」
と
し
た
党
首
ア
ス
キ
ス
と
そ
の
方
針
に
同
調
で
き
な
い
議
員
も
自
由
党
内
に
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
　
　C

f. R
. Jam

es, 

op. cit., p. 189.

（
13
） M

. C
ow

ling, op. cit., pp. 346-347.

（
14
） H

erbert H
enry A

squith, L
etters of th

e E
arl of O

xford
 an

d
 A

squ
ith

 to A
 F

rien
d

, secon
d

 series 1922-1927 

（L
ondon: 

G
eoffrey B

les

） 1934, pp. 90-91.

（
15
） C

f. ‘L
abour P

arty G
eneral E

lection M
anifesto 1923

　L
abour ’s appeal to the nation ’, in Iain D

ale 

（ed.

） with an introduction 

by D
ennis K

avanagh, L
abou

r P
arty G

en
eral E

lection
 M

an
ifestos 1900-1997 

（L
ondon: R

outledge

） 2000, p. 25.

（
16
） John S

pender and C
yril A

squith, L
ife of H

erbert H
en

ry A
squ

ith
, L

ord
 O

xford
 an

d
 A

squ
ith, V

ol.Ⅱ
 

（L
ondon: H

utchinson

） 

1932, p. 343.

（
17
） M

. C
ow

ling, op. cit., pp. 346-347.

（
18
） T

he E
arl of O

xford and A
squith, K

. G
., M

em
ories an

d
 R

efl
ection

s 1852-1927, V
ol. 2 

（L
ondon: C

assell and C
om

pany

） 

1928, p. 207.

（
19
） J. S

pender and C
. A

squith, op. cit., p. 343.

（
20
） T

he E
arl of O

xford and A
squith, K

. G
., op. cit., pp. 208-209.

（
21
） J. R

am
sden, op. cit., p. 182.

（
22
） 

Ibid., p. 183.

（
23
） R

. Jam
es, op. cit., p. 189.

（
24
） S

tam
fordham

 M
em

orandum
 10th D

ecem
ber 1923, R

A
 P

S
/G

V
/K

. 1918/34, in B
ald

w
in

 P
apers, p. 136.

（
25
） J. R

am
sden, op. cit., p. 183.
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次
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ナ
ル
ド
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閣
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ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
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（
渡
邉
）

六
五

因
み
に
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
が
成
立
し
た
際
、
自
由
党
は
協
力
の
た
め
の
条
件
な
ど
に
関
す
る
合
意
を
労
働
党
か
ら
事
前
に
取
り
つ
け
て

い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
降
自
由
党
は
、
具
体
的
な
文
書
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
諒
解
も
な
い
ま
ま
、
完
全
に
独
立
し

た
立
場
で
労
働
党
政
権
を
支
え
る
破
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
由
党
と
し
て
は
労
働
党
か
ら
の
暗
黙
の
協
力
を
期
待
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
労
働
党
か
ら
の
見
返
り
は
一
切
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
自
由
党
側
の
完
全
な
失
策
と
し
て
厳
し
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

R
obert B

lake, T
h

e C
on

servative P
arty from

 P
eel to T

h
atch

er 

（L
ondon: F

ontana P
ress

） 1988, p. 223.

（
早
川
崇
訳
『
イ
ギ
リ
ス

保
守
党
史
　
ピ
ー
ル
か
ら
チ
ャ
ー
チ
ル
ま
で
』
労
働
法
令
協
会
、
一
九
七
九
年
、
二
六
一
頁
）。

（
26
） 

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
新
自
由
主
義
は
、
消
極
的
な
古
典
的
自
由
主
義
と
は
異
な
り
、
社
会
を
改
良
す
る
た
め
に
国
家
、
即
ち
中
央
政
府
の
介

入
を
容
認
し
た
積
極
的
な
自
由
主
義
を
意
味
す
る
。
新
自
由
主
義
の
理
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
主
に
一
九
〇
八
～
一
九
一
一
年
に
か
け
て
自
由
党
政

権
下
で
制
度
化
さ
れ
た
一
連
の
社
会
立
法
と
し
て
は
、
健
康
保
険
・
失
業
保
険
制
度
、
児
童
の
栄
養
改
善
と
保
健
、
職
業
紹
介
制
度
、
無
拠
出
型
老

齢
年
金
制
度
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
〇
九
年
の
い
わ
ゆ
る
「
人
民
予
算
（P

eople ’s B
udget

）」（
社
会
福
祉
を
実
現
し
そ
の
財
源

を
確
保
す
る
た
め
、
社
会
的
弱
者
や
貧
困
層
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
代
わ
り
に
、
土
地
所
有
者
な
ど
富
裕
層
を
増
税
の
対
象
と
し
て
、
当
時
の
蔵
相

ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
が
提
出
し
た
極
め
て
急
進
的
な
内
容
の
予
算
案
） 

と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
野
党
・
保
守
党
と
の
攻
防
か
ら
生
ま
れ
た
一
九
一
一
年

議
会
法
に
基
づ
く
貴
族
院
改
革
、
即
ち
「
下
院
優
位
の
原
則
」
の
確
立
を
通
じ
て
、
新
自
由
主
義
の
流
れ
は
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
松
浦
、
前
掲

書
、
一
三
八
─
一
三
九
頁
な
ど
を
参
照
。

（
27
） M

atthew
 F

forde, C
on

servatism
 an

d
 C

ollectivism
 1886-1914 

（E
dinburgh: E

dinburgh U
niversity P

ress

） 1990, p. 96.

（
28
） F

rank O
’G

orm
an, B

ritish
 C

on
servatism

   C
on

servative T
h

ou
gh

t from
 B

u
rke to T

h
atch

er 

（H
arlow

: L
ongm

an

） 1986, pp. 

42-43.

（
29
） 

Ibid., p. 46.

（
30
） John C

harm
ley, A

 H
istory of C

on
servative P

olitics, 1900-1996 
（B

asingstoke: M
acm

illan

） 1998, p. 76.

（
31
） J. R

am
sden, op. cit., pp. 154-155.

　
　
　M

. C
ow

ling, op. cit., pp. 1-2.

（
32
） 

結
論
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
紙
幅
の
都
合
上
、
ま
た
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
首
相
・
党
首
就
任
プ
ロ
セ
ス
に
関
す

（
八
一
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

六
六

る
詳
細
な
言
及
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
説
明
な
い
し
描
写
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
渡
邉
、
前
掲
論
文
を
は
じ
め
、

R
. B

lake, op. cit., pp. 211-214.

（
前
掲
訳
書
、
二
四
七
─
二
五
一
頁
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
33
） B

en P
im

lott 

（ed.

）, T
h

e P
olitical D

iary of H
u

gh
 D

alton
 1918-40, 1945-60 

（L
ondon: Jonathan C

ape

） 1986, p. 205.

（
34
） P

. W
illiam

son, S
tan

ley B
ald

w
in

   C
on

servative L
ead

ersh
ip an

d
 N

ation
al V

alu
es 

（C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity 

P
ress

） 1999, pp. 238-239.

　
　
　J. C

harm
ley, op. cit., p. 72.

　
　
　M

artin P
ugh, T

h
e M

akin
g of M

od
ern

 B
ritish

 P
olitics 1867-

1939, second edition 

（O
xford: B

lackw
ell

） 1993, pp. 270-271.

　
　
　A

nne P
erkins, B

aldw
in 

（L
ondon: H

aus P
ublishing

） 2006, p. 2.

（
35
） J. R

am
sden, op. cit., p. 207.

（
36
） 

Ibid., pp. 208-214.

（
37
） P

. W
illiam

son, op. cit., p. 143, p. 167.

ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
社
会
経
済
関
連
ド
ク
ト
リ
ン
の
残
り
三
つ
と
し
て
、「
産
業
資
本
主
義
を
重
視
す
る
」 （
製
造
業
者
と

し
て
の
経
験
か
ら
）、「
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
健
全
財
政
を
尊
重
す
る
」（
シ
テ
ィ
の
指
導
者
的
立
場
と
大
蔵
省
で
の
経
験
か
ら
）、「
経
済
に

対
す
る
限
定
的
な
国
家
介
入
な
ら
ば
容
認
す
る
」（
関
税
改
革
論
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
）
を
挙
げ
て
い
る
。Ibid., p. 167.

（
38
） 

Ibid., p. 187, pp. 217-218.

（
39
） 

Ibid., pp. 346-347.

（
40
） A

ndrew
 T

aylor, ‘T
he O

ratory of S
tanley B

aldw
in ’, in R

ichard H
ayton and A

ndrew
 C

rines 

（eds.

）, C
on

servative O
rators 

from
 B

ald
w

in
 to C

am
eron 

（M
anchester: M

anchester U
niversity P

ress

） 2015, p. 15.

（
41
） S

tanley B
aldw

in, O
n

 E
n

glan
d

, an
d

 oth
er A

d
d

resses 
（L

ondon: P
hilip A

llan

） 1926, pp. 70-74.

（
42
） A

. P
erkins, op. cit., p. 43.

（
43
） K

evin M
organ, R

am
say M

acd
on

ald 

（L
ondon: H

aus P
ublishing

） 2006, p. 85.

（
44
） W

inston C
hurchill, T

h
e S

econ
d

 W
orld

 W
ar V

ol 1

　T
h

e G
ath

erin
g S

torm
, ninth edition, third im

pression 

（L
ondon: 

C
assell

） 1977, p. 20.
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ル
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ボ
ー
ル
ド
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六
七

（
45
） K

. M
organ, op. cit., p. 86, p. 107.

（
46
） Jam

es R
am

say M
acD

onald, S
ocialism

 an
d

 S
ociety, sixth edition 

（L
ondon: Independent L

abour P
arty

） 1908, p. 36.
（
47
） 

Ibid., p. xvii.

（
48
） R

obert L
each, P

olitical Id
eology in

 B
ritain, third edition 

（L
ondon: P

algrave

） 2015, p. 60.

（
49
） 

Ibid., p. 60.

（
50
） 

自
由
党
に
つ
い
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
さ
れ
る
。「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
保
守
党
こ
そ
社
会
主
義
に
対
す
る
主

な
防
波
堤
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
、
可
能
な
限
り
大
勢
の
自
由
党
支
持
者
を
保
守
党
に
投
票
す
る
よ
う
仕
向
け
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る

─

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
そ
の
願
い
を
実
現
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
の
誕
生
を
ア
ス
キ
ス
が
支
え
る
決
断
を
し
た
、
ま
さ
に

そ
の
瞬
間
で
あ
っ
た
。」　
　
　J. C

harm
ley, op. cit., p. 73.

［
付
記
］　
本
稿
は
、
日
本
大
学
法
学
部
平
成
二
九
年
度
中
期
国
外
研
究
員
と
し
て
行
っ
た
在
外
研
究
（「
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
形
成
過
程
・
基

本
構
造
・
今
日
的
意
義
に
関
す
る
研
究
」）
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
同
時
に
、
令
和
元
年
度
第
六
九
回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
現
代
史
部
会
自
由
論
題
報
告

「
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立
と
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
─
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
研
究
序
説
─
」
を
論
文
と
し
て
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
学
会
当
日
は
会
員
諸
氏
か
ら
有
益
な
ご
質
問
や
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
関
係
各
位
に
篤
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
八
二
一
）






